
 

 

 

 
 

 

 

【協議事項】 

オ 第２・３回中央区協議会（中地域分科会）推薦会において策定した団体の

選定・人数配分及び直接指名委員の推薦（案）について P.1 

【その他】 

・三方原地区コミュニティ協議会からの要望に対する回答について 

 【区振興課】P.7 

・令和７年度第６回中央区協議会（中地域分科会）における委員からの質問に

対する回答について 【区振興課】P.9 

 

 

 

 

令和７年１１月２６日開催 

中央区協議会 

（中地域分科会） 

令和７年度 第８回中央区協議会

（中地域分科会） 

会議資料② 



 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
 第２・３回中央区協議会（中地域分科会）推薦会において策定した団

体の選定・人数配分及び直接指名委員の推薦（案）について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

第２回（令和７年９月２４日（水）開催）及び第３回

（令和７年１１月１１日（火）開催）中央区協議会（中

地域分科会）推薦会において、団体の選定・人数配分及

び直接指名委員の推薦（案）を策定した。 

 

 

対象の区協議会 中央区区協議会（中地域分科会） 

内  容 

  

この案は、以下４つの前提条件を踏まえ、公平性及び

透明性を確保しつつ、住民の多様な意見を適切に反映

し、地域の実情を勘案した構成となるよう、中地域の

様々な団体、性別、地域の方から選出するものとしてい

る。 

 

案を策定する上での前提条件（変更点） 

 １ 委員数 ２０人（２３人→２０人 ▲３人） 

   浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第２２条 

 

 ２ 公募委員 ２人（３人→２人 ▲１人） 

第１回推薦会で決定 

 

３ 地区コミュニティ協議会 ３人増（０人→３人） 

   区協議会運営マニュアル第２章１（１） 

 

 ４ 女性比率 ４０％～６０％ 

（３５％→４０～６０％） 

   浜松市附属機関の設置及び運営に関する基本方針第４条第４項 

備 考 
（答申・協議結果を得たい 

時期、今後の予定など） 

 

担当課 中央区区振興課 担当者 市川 伊豆美 電話 ４５７－２２１０ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

協議－オ 
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R7.7月

7月分科会（8月4日延期）
【協議事項】
・推薦会の設置等について

8月

8月分科会（8月27日）
【協議事項】
・推薦会委員の選任について

第1回推薦会（8月27日、分科会終了後）
【協議事項】
　ア　推薦会の会長及び職務代理者の選任
　イ　公募委員の選考（選考要領・募集要項）

9月

９月分科会（9月24日）
【報告事項】
・第1回推薦会の報告

第2回推薦会（9月24日、分科会終了後）
【協議事項】
　ア　推薦団体の選定と人数配分
　イ　直接指名委員の推薦

10月 広報はままつ原稿（締切10月10日）提出済

11月

11月分科会（11月26日）
【協議事項】
・第2・3回推薦会において策定した団体の
選定・人数配分及び直接指名委員の推薦
（案）について

第3回推薦会（11月11日、単独開催）
【協議事項】
　ア　推薦団体の選定と人数配分（継続協議）
　イ　直接指名委員の推薦（継続協議）

12月
公募委員の募集（12/5～12/22）
広報はままつ（12月5日号）、HP掲載
＜期間：２週間以上＞

R8.1月

１月分科会（1月21日）
【協議事項】
・推薦案の議決

第4回推薦会（1月6日、単独開催）
【協議事項】
　ア　公募委員の選考
　イ　団体選出委員の確認
　ウ　委員の補充の検討

2月

3月

3月分科会（3月25日）
【連絡事項】
・次期委員予定者の報告

4月 新委員の委嘱

令和7年度 区協議会委員推薦スケジュール【中地域】

中地域分科会 推薦会
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分野 団体名 R7委員 期数
R7

（人）
増減
（人）

富塚地区（井口 隆夫 会長） 0 1 1

萩丘地区（長谷川 良樹 会長） 0 1 1

三方原地区（鈴木 登志郎 会長） 　 0 1 1

江西地区 安藤　孝 1

北地区 鈴木　秀夫 1

江東地区 伊藤　安男 1

富塚地区 久保田　智彦 1

三方原地区 鈴木　登志郎 1

女性団体
（１団体）

国際ソロプチミスト浜松 齋藤　佳枝 1 1 1 －

浜松市中央区中民生委員児童委員協議会 内山　丈夫 1 1 1 －

浜松市中央区保護司会中支部 袴田　智恵美 2 1 1 －

NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 藤井　まどか 1 1 1 －

医療分野
（1団体）

（一社）浜松市医師会 髙平　健一郎 2 1 1 －

（一社）浜松商店界連盟 前嶋　邦彦 1 1 1 －

浜松市消費者団体連絡会 山本　規子 1 1 1 －

教育分野
（1団体）

浜松市青少年育成指導員会議 鈴木　宇多子 2 1 0 ▲ 1

スポーツ・文化分野
（1団体）

（公財）浜松市スポーツ協会 髙木　郁生 1 1 1 －

遠山　秀敏 1 1 1

渡邊　圭子 2 1 0

浜松市消防団中支団 鈴木　義明 2 1 1 －

NPO法人浜松男女共同参画推進協会 辻　佐知子 1 1 1 －

小楠　佳子 2 1 0

山本　道美 1 1 1

池原　和義 1

小沢　めぐみ 1

山田　伸代 1

12 人 10 人

(52 ％) (50 ％)

11 人 8 人

(48 ％) (40 ％)

       【凡例】　　　　　…　増、　　　　　…　減、　　　　　…男性→女性　　　

23

人

20 ▲ 3

2

2 ▲ 1

女

―

男

女

－

男

女

女

女

女

男

男

男

男

男

男

男

男

検　討　内　容

性別
R8案

性別 （人）

地区コミュニティ
協議会

自治会連合会

男

5 3 ▲ 2

男

男

男

男

－

－

女

福祉分野
（3団体）

男

女

女

男

商工分野
（2団体）

男

女

女

男

市民団体
（1団体）

浜松北地域まちづくり協議会
男

その他
（2団体）

男

女

直接指名
女

女

女

▲ 1
女

▲ 1

女

－

女

－

未定
公募

男

3

合計

男性

女性

未定

女
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区分 分野 団体名 選出委員名  性別 人

富塚地区コミュニティ協議会 男 1

萩丘地区コミュニティ協議会 男 1

三方原地区コミュニティ協議会 男 1

男

男

男

女性団体
（１団体）

国際ソロプチミスト浜松 女 1

浜松市中央区中民生委員児童委員協議会 女 1

浜松市中央区保護司会中支部 女 1

NPO法人はままつ子育てネットワークぴっぴ 女 1

医療分野
（1団体）

（一社）浜松市医師会 男 1

（一社）浜松商店界連盟 男 1

浜松市消費者団体連絡会 女 1

スポーツ・文化分野
（1団体）

（公財）浜松市スポーツ協会  男 1

市民団体
（1団体）

浜松北地域まちづくり協議会 女 1

浜松市消防団中支団 男 1

NPO法人浜松男女共同参画推進協会 女 1

直接指名 女 1

男性 10

女性 8

未定 2

※　公募委員が定数（２人）に満たない場合等は、団体推薦委員又は直接指名委員を増員する。

選
　
定
　
団
　
体

合　計 20

福祉分野
（3団体）

商工分野
（2団体）

その他
（2団体）

公募

推
薦
者

団体の選定・人数配分及び直接指名委員の推薦（案）

地区コミュニティ
協議会
（3地区）

自治会連合会
（3地区）

3

性別は選考結果により決定 2

中地域自治会連合会

上記地区コミュニティ協議会の3地区以外
の11地区（全体14地区）から3地区を選定

未定
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令和 7年度第 6回中央区協議会（中地域分科会）質問・意見に対する回答 

 

●中地域分科会委員からの質問・意見に対する回答について 

 

質問（意見）者 遠山 秀敏 委員 

質問（意見）事

項 

自分が所属する自治会内にある追分公園をはじめとする公園の遊具に

以前から使用禁止のテープ等がある。 

他の自治会でも同様の状態であるということで、担当部署に確認した

ところ、修繕の数は多いが、予算も人手も足りないため順番に行ってい

るとの回答があった。 

公園は地域の中で、未就学児や小・中学生が健全に遊ぶ場として利用

頻度が高いため、地域づくりの問題としてご検討いただきたい。 

担当課（回答） 公園管理事務所 

回答 

公園管理事務所では、市内の都市公園などに設置されている約 2,400

基の遊具を管理していますが、設置から長い時間が経過したものが多く

あり、劣化や損傷によって使用できなくなった遊具の修繕や、耐用年数

に達した遊具の計画的な更新（取り換え）を順番に実施しています。 

こうした老朽化遊具とは別に、国が定める遊具の安全基準に照らして

実施した定期点検において「使用不可」の判定（生命に関わる危険があ

るか、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態）

となった遊具が 429 基ありました。 

このことから、遊具で遊ぶ子供の安全を最優先とするため、本年８月

までに、緊急的に使用禁止の措置を講じました。ご不便をおかけし、申

し訳ありません。 

現在、初生追分公園をはじめ、「使用不可」の判定を受けた遊具につい

ては、緊急修繕工事として優先順位を付けて、今後２年半（令和９年度

末まで）での修繕や取り換えなどの対策の完了を目指して進めており、

完了した遊具については、速やかに使用を再開しています。 
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